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こ の 試 験 は 、 館 山 市 、 鴨 川 市 、 南 房 総 市 及 び 鋸 南 町 に 勤 務 す る 職 員 を 採 用 す る

た め に 行 う も の で す 。  
  

〔 注 〕 こ の 受 験 案 内 の 試 験 に 重 複 し て 受 験 の 申 込 み は で き ま せ ん の で 、 注 意 し て く

だ さ い 。  

 
 

１ ． 試 験 の 日 時 ・ 場 所 ・ 合 格 発 表  

 ※ 第 1 次 試 験 に お い て 、 荒 天 等 に よ り 試 験 を 延 期 す る 場 合 に は 、 安 房 郡 市 広 域

市 町 村 圏 事 務 組 合 の ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.awakouiki.jp/） に て お 知 ら せ

を い た し ま す 。 事 前 に ご 確 認 の う え 、 試 験 会 場 に お 越 し く だ さ い 。  
  な お 、 態 度 決 定 が 当 日 の 朝 と な る 場 合 も あ り ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  
 
 ※ 団 体 に よ っ て は 、 第 ３ 次 試 験 を 実 施 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

令 和 ６ 年 度 

第１回市町等職員採用試験  受験案内  
 

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日  
安 房 郡 市 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合  

 

◆館山市長  森  正  一  

 

◆南房総市長 石  井  裕  

 

◆鴨川市長  長谷川 孝夫  

 

◆鋸南町長  白  石 治  和   

 

試 験  日   時  場   所  合  格  発  表  

第  
1 
次  
試  
験  

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ４ 日 (日 )  
［ 受 付 時 間 ］  8 時 30 分  

～ 9 時 20 分  
［ 入 室 着 席 ］  9 時 40 分  
［ 試 験 開 始 ］ 10 時 00 分  

館 山 市 立 館 山 中 学 校  
（ 旧 館 山 市 立 第 二 中 学 校 ）  

 

※ 申 込 状 況 に よ り 会 場 を 変

更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

土 木 技 術 職    

建 築 技 術 職    令 和 ６ 年  

保 育 教 諭 職      ８ 月 ５ 日 （ 月 ）  

保 健 師 職  

学 芸 員 職  

 

令 和 ６ 年  

一 般 行 政 職     ８ 月 ８ 日 （ 木 ）  

 

午 前 ９ 時 に 合 格 者 の 番 号 を 掲 示 す る ほ か 、

合 格 者 に 通 知 し ま す 。  

第  
2 
次  
試  
験  
等  

※ 日 時 は 、 第 １ 次 試 験  
合 格 者 へ 別 途 通 知 し  
ま す 。  

各 団 体 に よ る  

※ 合 格 発 表 日 は 、 第 ２ 次 試 験 受 験
者 へ 別 途 通 知 し ま す 。  

 
各 団 体 が そ れ ぞ れ 合 格 者 の 番 号 を 掲 示

す る ほ か 、 合 格 者 に 通 知 し ま す 。  
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２ ． 採 用 予 定 人 数 ・ 受 験 資 格  

団体名  試験職種  採用  
予定  受験資格 

館 山 市 

一 般 行 政 職  
上    級  ２０人  

次のいずれかに該当する者。 
➀平成元年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに 

生まれた者で、学歴を問わない。 
②平成 15 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教 

育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した 
者又は令和 7 年 3 月までに卒業する見込の者。 

土 木 技 術 職  
上    級  ５人  

次のいずれかに該当する者。 
➀平成元年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに 

生まれた者で、学歴を問わない。 
②平成 15 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教 

育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した 
者又は令和 7 年 3 月までに卒業する見込の者。 

建 築 技 術 職  
上    級  

２人  

次のいずれかに該当する者。 
➀平成元年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに 

生まれた者で、学歴を問わない。 
②平成 15 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教 

育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した 
者又は令和 7 年 3 月までに卒業する見込の者。 

保 育 教 諭 職 
※ 採 用 後 の 職 種 内 容 は 配 属 先 に  

よ り 保 育 士 （ 保 育 園 ） ・ 保 育  

教 諭 （ こ ど も 園 ） ・ 幼 稚 園 教  

諭 （ 幼 稚 園 ） の い ず れ か に な  

り ま す 。  

３人  
平成元年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保育士及び

幼稚園教諭の資格を有する者又は令和 7 年 3 月 31 日

までに資格取得見込の者。 

保 健 師 職 ３人  
平成元年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保健師の資

格を有する者又は令和 7 年 3 月 31 日までに資格取得

見込の者。 

鴨 川 市 保 健 師 職 １人  
平成元年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保健師の資

格を有する者又は令和 7 年 3 月 31 日までに資格取得

見込の者。 

南房総市 

保 育 教 諭 職 
※ 採 用 後 の 職 種 内 容 は 配 属 先 に  

よ り 保 育 士 （ 保 育 所 ） ま た は  

幼 稚 園 教 諭 （ 幼 稚 園 ） の い ず  

れ か に な り ま す 。  

３人  
昭和 44 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保育士及

び幼稚園教諭の資格を有する者又は令和 7 年 3 月 31
日までに資格取得見込の者。 

保 健 師 職 １人  
昭和 54 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保健師の

資格を有する者又は令和 7 年 3 月 31 日までに資格取

得見込の者。 

学 芸 員 職 １人  

平成元年 4 月 2 日以降に生まれた者で、次の全ての

要件を満たす者。 
➀博物館法に定める学芸員の資格を有する者又は 

令和 7 年 3 月 31 日までに資格取得見込の者。 
②学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）又は

大学院において、考古学を専攻し、卒業した者又

は令和 7 年 3 月 31 日までに卒業見込の者。 
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た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 受 験 で き ま せ ん 。  

（ 1） 日 本 の 国 籍 を 有 し な い 者 。 （ た だ し 、 受 験 で き る 職 種 も あ り ま す の で 、 各 団 体

に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 ）  
（ 2） 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が

な く な る ま で の 者 。  
（ 3） 受 験 を 希 望 す る 団 体 に お い て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら 2 年 を 経

過 し な い 者 。  
（ 4） 日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、 日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成 立 し た 政 府 を 暴

力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の 団 体 を 結 成 し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 者 。  
 
 

３ ． 試 験 の 方 法  

試 験 は 、 第 1 次 試 験 、 第 2 次 試 験 等 と し 、 第 2 次 試 験 等 は 第 1 次 試 験 の 合 格 者

に 対 し て 行 わ れ ま す 。   
【 第 1 次 試 験 】 ※ 試 験 は 、 活 字 印 刷 文 で の 出 題 と な り ま す 。  

団体名  試験職種  
採用  
予定  受験資格  

鋸 南 町 

保 育 教 諭 職 
※ 採 用 後 の 職 種 内 容 は 配 属 先 に  

よ り 保 育 士 （ 保 育 所 ） ま た は  

幼 稚 園 教 諭 （ 幼 稚 園 ） の い ず  

れ か に な り ま す 。  

１人  
昭和 59 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保育士及

び幼稚園教諭の資格を有する者又は令和 7 年 3 月 31
日までに資格取得見込の者。 

保 健 師 職 ２人  
昭和 59 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保健師の

資格を有する者又は令和 7 年 3 月 31 日までに資格取

得見込の者。 

試 験 職 種  科  目  出 題 数  時  間  試 験 の 程 度 備 考  

一 般 行 政 職 
上     級 

択 一 式 教 養 40 題  2 時 間  大 学 卒 業 程 度 以 上  

作 文 及 び

小 論 文 以

外 の 試 験

出 題 分 野

等 は 【 別

記 】 の と

お り  

作    文 1 題  1 時 間  — 

土 木 技 術 職 
上 級 

択 一 式 教 養 40 題  2 時 間  大 学 卒 業 程 度 以 上  

択 一 式 専 門 30 題  2 時 間  大 学 卒 ・ 高 専 卒  

建 築 技 術 職 
上 級 

択 一 式 教 養 40 題  2 時 間  大 学 卒 業 程 度 以 上  

択 一 式 専 門 30 題  2 時 間  大 学 卒 ・ 高 専 卒  

保 育 教 諭 職 

職 務 能 力 試 験 
職務適応性検査  

60 題  
150 題   

1 時 間  
20 分  

全 て の 方  

択 一 式 専 門 30 題  1 時 間 30 分  資 格 免 許 職  

保 健 師 職 

職 務 能 力 試 験 
職務適応性検査 

60 題  
150 題  

1 時 間  
20 分  

全 て の 方  

択 一 式 専 門 30 題  1 時 間 30 分  資 格 免 許 職  

学 芸 員 職 

職 務 能 力 試 験 
職務適応性検査 

60 題  
150 題  

1 時 間  
20 分  

全 て の 方  

小  論  文 1 題  1 時 間  資 格 免 許 職  
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【 別 記 】 教 養 及 び 専 門 試 験 出 題 分 野  

科 目  試 験 の 程 度  出 題 分 野  

教 養 試 験 
大 学 卒 業  
程 度 以 上  

時 事 、 社 会 ・ 人 文 、 自 然 に 関 す る 一 般 知 識 を 問 う 問 題  
文 章 理 解 、 判 断 ・ 数 的 推 理 、 資 料 解 釈 に 関 す る 能 力 を

問 う 問 題  

専
門
試
験 

土 木 技 術 職  
大 学 卒  

・ 高 専 卒  
数 学 ・ 物 理 、 応 用 力 学 、 水 理 学 、 土 質 工 学 、 測 量 、 土

木 計 画 （ 都 市 計 画 を 含 む 。 ） 、 材 料 ・ 施 工  

建 築 技 術 職  
大 学 卒  

・ 高 専 卒  

数 学 ・ 物 理 、 構 造 力 学 、 材 料 学 、 環 境 原 論 、 建 築 史 、

建 築 構 造 、 建 築 計 画 （ 都 市 計 画 、 建 築 法 規 を 含

む 。 ） 、 建 築 設 備 、 建 築 施 工  

保 育 教 諭 職  資 格 免 許 職  

社 会 福 祉 ・ 子 ど も 家 庭 福 祉 （ 社 会 的 養 護 を 含 む 。 ） 、

保 育 の 心 理 学 、 教 育 学 ・ 教 育 法 規 、 保 育 原 理 ・ 保 育 内

容 、 子 ど も の 保 健  
＊ 障 害 児 保 育 に つ い て は 、 上 記 の い ず れ か の 分 野 で 出

題 す る こ と が あ り ま す 。  

保 健 師 職 資 格 免 許 職  
公 衆 衛 生 看 護 学 、 疫 学 、 保 健 統 計 学 、 保 健 医 療 福 祉 行

政 論  

職 務  
基 礎 力 試 験  

 
全 て の 方  

 
※ 特 別 な 試

験 対 策 を 行

わ な く て も

受 験 可 能 な

基 礎 的 な 内

容 の 出 題 で

す 。  

【 職 務 能 力 試 験 】  
・ 地 方 行 政 へ の 関 心 と 理 解  
・ 文 章 を 正 確 に 理 解 し 、 事 務 を 円 滑 に 遂 行 す る 能 力  
・ 論 理 的 に 思 考 し 、 判 断 す る 能 力  
・ 現 状 や 統 計 等 の 資 料 を 分 析 し 、 課 題 を 発 見 す る 能 力  
・ 国 内 外 の 社 会 情 勢 へ の 理 解 と 新 た な 課 題 （ 地 球 環

境 、 ICT 化 等 ） に 対 応 す る た め の 基 礎 知 識  

【 職 務 適 応 性 検 査 】  
公 的 部 門 の 職 員 と し て の 職 務 へ の 適 応 性 を 、 ポ イ ン

ト を 絞 っ て 性 格 傾 向 の 面 か ら 見 る  

 
 
 
４ ． 受 験 手 続  

（ 1） 申 込 書 等 の 請 求 先  
 【 紙 媒 体 の 場 合 】  

・ 申 込 書 等 は 、 安 房 郡 市 内 各 市 役 所 及 び 町 役 場 の 人 事 担 当 課 、 安 房 郡 市 広 域 市

町 村 圏 事 務 組 合 事 務 局 で 配 布 し て い ま す 。  
 

・ 申 込 書 等 の 郵 送 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 120 円 切 手 を 貼 付 し た 返 信 用 封 筒 （ 角

形 ２ 号 ） を 同 封 し 、 受 験 希 望 団 体 の 人 事 担 当 課 に 郵 送 で 請 求 し て く だ さ い 。

（ 速 達 を 希 望 す る 場 合 は 、 そ の 必 要 分 の 切 手 を 貼 付 し て く だ さ い 。 ）  
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【 ウ ェ ブ サ イ ト か ら 印 刷 す る 場 合 】  
・ 受 験 希 望 団 体 の ウ ェ ブ サ イ ト に お い て 、 申 込 書 等 を ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が

で き ま す 。  
※ ダ ウ ン ロ ー ド し た 申 込 書 等 の 印 刷 は 、 Ａ ４ サ イ ズ に 限 り ま す 。 他 の 用 紙

サ イ ズ を 使 用 し た 申 込 み は 受 け 付 け ま せ ん 。  
 
 

 
（ 2） 申 込 書 の 提 出 及 び 受 験 票 の 交 付 に つ い て  

①  申 込 書 の 受 付 は 、 受 験 希 望 団 体 の 人 事 担 当 課 （ ６ 頁 に 記 載 ） で 行 い ま す 。

申 込 書 及 び 受 験 票 に 写 真 貼 付 ・ 必 要 事 項 を 記 入 の う え 提 出 し 、 受 験 票 の 交

付 を 受 け て く だ さ い 。  
 
②  申 込 書 を 郵 送 す る 場 合 は 、 84 円 切 手 を 貼 付 し た 返 信 用 封 筒 （ 長 形 ３ 号 ） 、

申 込 書 及 び 受 験 票 を 同 封 し 、 受 験 希 望 団 体 の 人 事 担 当 課 に 郵 送 し て く だ さ

い 。  
※ メ ー ル で の 申 込 み は 受 け 付 け ま せ ん 。  
 

③  申 込 書 ［ ７  受 験 希 望 団 体 名 ］ 欄 及 び 受 験 票 ［ 受 験 希 望 団 体 名 ］ 欄 の 記 入

方 法 は 、 館 山 市 の 場 合 は 「 館 山 市 」 、 鴨 川 市 の 場 合 は 「 鴨 川 市 」 、 南 房 総

市 の 場 合 は 「 南 房 総 市 」 、 鋸 南 町 の 場 合 は 「 鋸 南 町 」 と 記 入 し て く だ さ い 。  
 

〔 注 〕 こ の 受 験 案 内 の 試 験 に 重 複 し て 受 験 の 申 込 み は で き ま せ ん の で 、 注 意 し て く

だ さ い 。  

 
 
 
 
５ ． 申 込 受 付 期 間  

［ 受 付 期 間 ］  
令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日 （ 火 ） か ら ６ 月 ４ 日 （ 火 ） ま で  

［ 受 付 時 間 ］  
平 日 （ 月 曜 日 ～ 金 曜 日 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

 
※ 郵 送 の 場 合 、 ６ 月 ４ 日 （ 火 ） 消 印 の も の ま で 受 け 付 け ま す 。 な お 、 最 近 の

郵 便 事 情 を 鑑 み 、 ６ 月 １ 日 以 降 の 消 印 と な る 時 は 、 速 達 で お 送 り く だ さ

い 。  
 

 

 

 

６ ． 採 用 の 時 期  

採 用 は 、 原 則 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 で す 。  
た だ し 、 資 格 を 有 す る 職 種 の 採 用 予 定 者 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

に 必 要 な 資 格 を 取 得 で き な い 場 合 、 採 用 を 取 り 止 め ま す 。 ま た 、 既 卒 者 に つ い て は 、

欠 員 の 状 況 に よ り 合 格 後 た だ ち に 採 用 に な る 場 合 が あ り ま す 。  
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７ ． 給 与  

各 職 種 の 給 与 は 、 採 用 団 体 の 給 与 条 例 に よ り ま す 。 こ の ほ か 、 各 職 種 と も 年 １

回 の 昇 給 と 通 勤 手 当 ・ 扶 養 手 当 ・ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 等 、 各 種 の

手 当 が あ り ま す 。  
 
 
 
 
８ ． 配 置  

採 用 団 体 の 条 例 等 の 規 定 に よ り 配 置 さ れ ま す 。  
 
 
 
 
９ ． そ の 他  

給 与 そ の 他 の 勤 務 条 件 、 第 ２ 次 試 験 等 （ 面 接 等 ） の 概 要 、 申 込 手 続 、 受 験 資 格

等 の 詳 細 は 、 受 験 希 望 団 体 の 人 事 担 当 課 に 直 接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
 ま た 、 障 害 が あ る た め 、 着 席 位 置 の 指 定 、 車 椅 子 の 使 用 等 、 受 験 の 際 に 何 ら か

の 合 理 的 配 慮 を 希 望 さ れ る 方 及 び 補 聴 器 等 を 使 用 さ れ る 方 は 、 申 込 み 時 に あ ら か

じ め 申 し 出 て く だ さ い 。  
 
 
 
 
１ ０ ． 問 い 合 わ せ 及 び 送 付 先  

受 験 資 格 、 受 験 手 続 き 等 に つ い て の 問 い 合 わ せ 及 び 提 出 先  
 
【 人 事 （ 職 員 採 用 試 験 ） 担 当 課 】  

団 体 名  部  署  電 話 番 号  所 在 地  

館 山 市 役 所 総 務 課 0470-22-3953 
〒 294-8601 
千 葉 県 館 山 市 北 条 1145-1 

鴨 川 市 役 所 総 務 課 04-7093-7829 
〒 296-8601 
千 葉 県 鴨 川 市 横 渚 1450 

南 房 総 市 役 所 総 務 課 0470-33-1025 
〒 299-2492 
千 葉 県 南 房 総 市 富 浦 町 青 木 28 

鋸 南 町 役 場 総 務 企 画 課 0470-55-4801 
〒 299-2192 
千 葉 県 安 房 郡 鋸 南 町 下 佐 久 間 3458 

 
※ 受 験 案 内 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先  

安 房 郡 市 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 事 務 局  電 話 番 号 0470-22-5633 
〒 294-0036 千 葉 県 館 山 市 館 山 1564-1“ 渚 の 駅 ” た て や ま 内  
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北 条  

  《 試 験 会 場 案 内 》 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

［ 試 験 会 場 ］  館 山 市 立 館 山 中 学 校 （ 旧 館 山 市 立 第 二 中 学 校 ） 館 山 市 長 須 賀 136 

［ 連  絡  先 ］  TEL 090-4072-9873（ 試 験 当 日 の み ）  

 

〔 注 〕 ・ 試 験 会 場 へ の 車 両 の 乗 入 れ は 禁 止 し ま す 。  

・ 駐 車 場 の 用 意 は あ り ま せ ん 。 電 車 や バ ス 等 の 公 共 交 通 機 関 を ご 利 用 く だ さ い 。  

※ 近 隣 店 舗 等 の 駐 車 場 へ の 駐 車 は 厳 禁 と し ま す 。  

   ・ 事 故 等 に つ い て は 、 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

・ 試 験 会 場 で あ る 中 学 校 に は 、 問 い 合 わ せ を し な い で く だ さ い 。  

・ 試 験 の 申 込 状 況 に よ っ て は 、 試 験 会 場 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 

試 験 当 日 
に 持 参 
す る も の 

【 必 須 】  
○  写 真 を 貼 っ た 受 験 票  
○  筆 記 用 具 （ Ｈ Ｂ の 鉛 筆 、 良 質 の 消 し ゴ ム ）  

※ マ ー ク シ ー ト 用 に あ ま り 先 の 尖 っ て い な い 鉛 筆 を 用 意 し て く だ さ い 。  
○  上 履 き  
〇  下 足 入 れ （ ビ ニ ー ル 袋 等 ）  
 
【 任 意 】  
○  昼 食  

※ 午 後 の 試 験 に 遅 刻 し た 場 合 は 受 験 で き ま せ ん の で 、 昼 食 時 間 の 外 出 は
ご 注 意 く だ さ い 。  

 

汐 入 川  

試 験 会 場  
(館 山 中 学 校 ) 

至 館 山 駅 西 口                   至 館 山 駅 東 口  

安 房 教

育 会 館  

館 山 郵 便 局  

国

道

410

号  

至

北

条

海

岸
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○  水 筒 又 は ペ ッ ト ボ ト ル 飲 料  
※ 熱 中 症 予 防 の た め 、 各 自 で 水 分 補 給 し て く だ さ い 。  
※ 試 験 中 に カ バ ン 等 か ら 飲 料 を 取 り 出 す こ と は で き ま せ ん 。 あ ら か じ め

机 の 上 に 出 し て い た だ き ま す 。  
※ 回 答 用 紙 を 汚 さ な い よ う 蓋 付 き の も の を 用 意 し 、 水 滴 を 拭 く ハ ン カ チ

等 を 持 参 し て く だ さ い 。  

 
 


